
○若桜町人材育成事業補助金交付要綱 

令和２年４月１日 

告示第１０６号 

若桜町人材育成事業補助金交付要綱（平成３１年若桜町告示第３６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、若桜町人材育成事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付に関し、

若桜町補助金等交付規則（昭和５４年若桜町規則第２５７号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、若桜町の活性化を推進するために、地域を支える多様な人材を育成すると

ともに、村おこしに繋がる活動を支援することを目的として交付する。 

（補助金の交付） 

第３条 前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

（補助金の交付申請） 

第４条 本補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、若桜町人材育成

事業交付申請書（様式第１号）に若桜町人材育成事業計画書（様式第２号）及び収支予算書

（様式第３号）を添えて、町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第５条 町長は、補助金の交付申請があったとき、その内容を若桜町人づくり基金条例施行規則

（平成２年若桜町規則第６号）における人材育成基金運営委員会において審査し、適正である

と認めたときは、若桜町人材育成事業交付決定通知書（様式第４号）により人材育成基金運営

委員会の開催日から２０日以内に通知を行うものとする。 

（補助金の支払） 

第６条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後に、申請者から若桜町人材育成事業請求

書（様式第５号）の提出を受け、補助金を支払うものとする。 

（申請事項の変更等） 

第７条 承認を要する変更は、次の各号に定める変更とする。 

(１) 本補助金の２割以上の減額を伴う変更 

(２) 補助事業の中止及び廃止 

(３) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更 

（実績報告の時期等） 

第８条 本補助金の実績報告は、若桜町人材育成事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書



類を添えて、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日と当該年度の翌年

度の４月１０日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。 

(１) 若桜町人材育成事業報告書（様式第７号）及び収支決算書（様式第８号） 

(２) 領収書の写し 

(３) 事業内容の分かる書類及び写真等 

（収入の取扱い） 

第９条 当該補助金の収入とは次に掲げるものとする。 

(１) 参加費・入場料 

(２) 出店料 

(３) 協賛金・協力金・寄附金 

（雑則） 

第１０条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

１ ２ ３ ４ 

補助事業 補助対

象者 

補助対象事業 事業実施主体 補助率 補助対象経費 

スター

ト支援 

新たな取組

みや試行的

な取組みを

行う事業 

個人 人材育成のための研

修参加事業 

・教育、文化の向上

に係る研修 

・医療及び健康の増

進に係る研修 

・農林、畜産の振興

に係る研修 

・土木、建築に係る

研修 

・その他の研修 

（※１）受講者個人

のみが利益を受ける

ことが想定される研

若桜町に住所

を有し、今後

も引き続き居

住する意思の

ある者。（年

齢は問わな

い。） 

ただし、以下

の者は対象外

とする。 

ア 政治活

動、宗教活

動を主たる

目的とし、

補助対象経費

の９／１０以

内とし、１人

当たり５万円

を上限とす

る。（同一事

業で５人以上

の場合は団体

とみなす。） 

受講料又は参

加費 

宿泊費（朝食

のみ可） 

交通費 



修を除く。 暴力団又は

暴力団員の

統制の下に

ある個人及

び団体。 

イ 公共に類

する団体。 

（団体の定

義） 

若桜町におい

て地域振興の

役割を果た

し、個人対象

者５人以上の

構成員で組織

された、町内

に活動拠点を

置く任意団

体。 

団体 人材育成のための研

修主催事業 

・教育、文化の向上

に係る研修 

・医療及び健康の増

進に係る研修 

・農林、畜産の振興

に係る研修 

・土木、建築に係る

研修 

・その他の研修 

（※２）社会通念上

の良識に反する行為

又は違法な行為を伴

う事業を除く。 

（※３）営利を目的

とする企業・団体及

び自社の経済活動、

福利厚生に類する事

業を除く。 

補助対象経費

の９／１０以

内とし、１事

業当たり３０

万円を上限と

する。 

講師謝礼金 

講師旅費及び

宿泊料 

会場使用料 

グループ活動・村お

こし活動支援事業 

（地域に根ざした産

業、文化、スポーツ

活動及び町内で開催

されるイベント経費

を助成するもの） 

（＊２・３） 

補助対象経費

の９／１０以

内とし、１団

体当たり５０

万円を上限と

する。 

補助事業を実

施するために

必要と認める

経費。なお、

他の補助事業

を財源とする

経費、団体内

での飲食費、

宿泊費等、交

付対象として

不適当と認め

られるものは

継続支

援 

スタート支

援補助金を

受けた事業

で、取組み

団体 グループ活動・村お

こし活動支援事業 

（地域に根ざした産

業、文化、スポーツ

補助対象経費

の９／１０以

内とし、１団

体当たり５０



を継続して

いくための

事業。ただ

し、３年間

を上限とす

る。 

活動及び町内で開催

されるイベント経費

を助成するもの） 

（＊２・３） 

万円を上限と

する。 

対象としな

い。 

備品購入費に

ついては、事

業費の２割を

上限とする。

ただし、同一

事業を３年間

継続する場合

に限る。 

ステッ

プアッ

プ支援 

スタート支

援、又は継

続支援補助

金を受けた

事業で、新

たな工夫や

取組みによ

り今後の活

動の継続を

視野に入れ

て行う事

業。 

補助対象経費

の９／１０以

内とし、１団

体当たり６０

万円を上限と

する。 

※グループ活動・村おこし活動支援事業について、６年目以降は補助対象経費の９／１０以内

とし、１団体当たり３０万円を上限とする。 

 


